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第３回岡山県建築審査会次第 

 

 

 

 

１ 議  事 

【付議案件】 

建築基準法第３条第１項第三号指定（適用の除外） 

・国登録有形文化財旧勝田郡役所庁舎を建築基準法等の 

適用から外すことについて               ・・・・【資料１】 

 

【報告案件】 

建築基準法第４３条第２項第二号許可（敷地と道路との関係） 

  ・１件（令和３年１月１日から令和３年２月２８日まで）  ・・・・【資料２】 

 

【その他】 

建築基準法第３条第１項第三号指定（適用の除外）物件の進捗状況 

  （旧吹屋小学校の保存修理工事）             ・・・・【資料３】 

 

 

２ そ の 他 

【事務局からの連絡事項】 

次回審査会の日程調整 

 



国登録有形文化財旧勝田郡役所庁舎を建築基準法等
の適用から外すことについて

資料　１

岡山県建築審査会資料

（付議案件）

建築基準法第３条第１項第三号指定

（適用の除外）
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４ 建築審査会における審査事項 

 建築審査会での同意基準については、平成 26年 4月 1 日付け国住指第 1 号の技術的助言

において、以下のような内容が示されるとともに、地域における歴史的建築物の実情や要

望、歴史的建築物の保存活用や構造安全性に詳しい者等の意見を十分踏まえ対応すること

とされている。 

（１） 条例で定められた現状変更の規制及び保存のための措置が講じられていること 

（２） 建築物の構法、利用形態、維持管理条件、周辺環境等に応じ、地震時等の構造安

全性の確保に配慮されていること 

（３） 防火上支障がないよう、出火防止、火災拡大防止、近隣への延焼防止及び消防活

動の円滑性の確保に配慮されていること 

（４） 在館者の避難安全性の確保に配慮されていること 

 

 

５ 指定を認める理由 

 

 

 旧勝田郡役所庁舎は、国登録有形文化財（建造物）であるため、勝央町歴史的建築物の

保存及び活用に関する条例において、現状変更の規制及び保存のための措置が規定されて

おり、今回の活用計画は、勝央町教育委員会も了解済みである。また、歴史的建築物の保

存活用に詳しい者の意見を聞くため、町に設置した「旧勝田郡役所庁舎保存修理委員会」

に諮り、その結果として妥当である旨の結論を得ている。 

 

 

 

 

 耐震改修は、保有水平耐力を確保できるように計画した。耐震改修計画については、歴

史的建築物の構造安全性に詳しい者の意見を聞くため、（一社）岡山県建築士会の「岡山県

歴史的建造物委員会」に諮り、その結果として妥当である旨の結論を得ている。 

 

＜参考（補強計画）＞ 

補強方針  

① 建物耐力の確保 ・耐力壁を確保するため、外壁などを構造用合板で耐震補強 

② 水平剛性の確保 ・水平面補強として、1、2階床下に構造用合板を設置 

・水平面補強として、屋根面天井裏に水平ブレースを設置 

③ 建物を安定させる ・鉄筋コンクリート布基礎を新設 

（１）条例で定められた現状変更の規制及び保存のための措置が講じられていること 

（２）建築物の構法、利用形態、維持管理条件、周辺環境等に応じ、地震時等の構造安

全性の確保に配慮されていること 
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資料　２

令和３年１月１日～令和３年２月28日

（敷地と道路との関係）

建築基準法第４３条第２項第二号許可

岡山県建築審査会資料

（報告案件）



建築基準法第４３条第２項第２号許可（一括処理）に係る基準等 

 

建築基準法（抜粋） 

（敷地等と道路との関係） 

第 43条 建築物の敷地は、道路（次に掲げるものを除く。第 44条第１項を除き、以下同じ。）に２

メートル以上接しなければならない。 

一・二 略 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

一 略 

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する

建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の

同意を得て許可したもの 

 

岡山県建築基準法第４３条第２項第１号認定及び第２号許可基準（判断基準） 

許可判断基準１号 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること 

許可判断基準２号 

（１） その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員４メート

ル以上のものに限る。）に２メートル以上接すること 

（２） 敷地と道路との間に「河川等」が存在するもの 

許可判断基準３号 

その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全

等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有

効に接すること。 

（１） １ 平成１１年５月１日以前から存在する既存建築物の建替又は増築

等によるもので、その敷地が幅員４ｍ未満の通路に接するもの 

２ 従前と比べて避難及び通行の安全性等が損なわれないと考えられ

る平成１１年５月１日以前から存在する既存建築物の建替又は増

築等によるもので、その敷地が幅員４ｍ未満の通路に接しするもの 

（２） その他公共・公益施設などの建築物で、その特性（用途、規模、位置及

び構造）に応じ総合的に検討し、交通上、安全上、防火上、衛生上の目

的を達する性能を有する通路にその敷地が有効に接するもの 

 

岡山県建築審査会同意一括処理基準（抜粋） 

（目 的） 

第１ 本基準は、岡山県建築審査会（以下「審査会」という。）への諮問案件のうち軽微なも

の、通例的なものにつき一括処理できる範囲を定め、円滑な事務処理を行うことを目的とす

る。 

（一括処理の方法） 

第２ 第３に掲げるものは、あらかじめ審査会の同意を得たものとして許可することができるも

のとし、直近に開催される審査会で報告するものとする。 

（適用範囲） 

第３ 一括処理を適用できる事案の範囲は、次に掲げる基準のいずれかに該当するものとする。 

 １．略 

 ２．法第 43条（敷地等と道路との関係）第２項第２号の規定による許可のうち、「岡山県建築

基準法第 43条第２項第１号認定及び第２号許可基準（判断基準）」のうち、当該申請に適用

される次の判断基準を満たすもの。 

（１）許可判断基準２号の（１） 

（２）許可判断基準２号の（２） 

（３）許可判断基準３号の（１）の１ 
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許可判断基準３号の（１）の１、３号の（１）の２

許可判断基準２号の（２）

許可判断基準１号 許可判断基準２号の（１）

通　路

建築基準法上は道路として

扱われないが、道路と同等

の機能を有している道

　
道
　
路

※ ※

中心線 中心線

後退線 後退線

　
道
　
路

◆

◆ 新築は認めない（現在更地等においても、建築物が基準日（平成11年5月1日）以前から存在してい

できるものとする。（平成11年5月1日前に除却されていてもよい。））

許可判断基準３号の（２）

既存建築物の建替・増築・敷地内移転等のみ可能

たことが確認できるもの（建物謄本又は課税証明など公的機関の証明する書類等）があれば、許可

　
道
　
路

通　路

幅員が1.8m未満で42条

2項道路にならない通路

立ち並びがないため42条

2項道路にならない通路

　
道
 

路

道

※

許　可　判　断　基　準　イ　メ　ー　ジ　図

道路
道路 道　路

水路

高架下水路 里道

広い公園

公園・緑地・広場・駐車場・境内地
・学校グラウンド・鉄道敷内施設

≧
2
m

2m

＜1.8m ＜4m

＞1m

＞1m

≧2m

≧
2
m

農道・林道・河川管理道路・
港湾道・水道道・
教育委員会道路

≧4m

認定判断基準1号の

(1)に該当しないもの

≧
2
m

≧
2
m

公共の用に供する道

42条1項及び2項の道路・許可判断基準２号の（１）の道

2m

電気通信事業用の鉄塔の付属建築物・山間部の気象観測施設・上下水道管理施設・灯台の付属建築物

42条1項及び2項の道路・許可判断基準２号の（１）の道

認定判断基準1号の(2)に該当しないもの
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報告案件

○ 建築基準法第４３条第２項（敷地等と道路との関係）

岡山県建築審査会への諮問案件のうち軽微なもの、通例的なものについては、円滑な事務処理を行うことを目的として、
一括処理できる範囲を定めている。 → 岡山県建築審査会同意一括処理基準

一括処理を適用するものは、あらかじめ審査会の同意を得たものと

して許可することができるものとし、直近に開催される建築審査会で
報告するものとしている。
（岡山県建築審査会同意一括処理基準 第２）

今回の建築審査会は、

令和３年１月１日～令和３年２月２８日の間に、一括処理を行い許可したものの報告を行うもの。

一括処理案件一覧表は別添のとおり。

特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可し
た場合、適用除外
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　岡山県建築審査会・一括処理案件　一覧表

合計

（４ｍ農道） （住宅建替）

鏡野町 1 件

※上記１件は判断基準
　 ２号の（２） (水路ばさみ)
　と併せて許可

計 1 件 計 0 件 計 0 件

　　岡山県建築審査会への諮問案件のうち軽微なもの、通例的なものについては、円滑な事務処理を行うことを目的として、一括
処理できる範囲を定めている。（岡山県建築審査会同意一括処理基準　第３の２）

1　件

　（１）判断基準２号の（１） 　（２）判断基準２号の（２） 　（３）判断基準３号の（１）の１
（水路ばさみ）

報　　　　　告

　　【建築基準法第４３条関係（令和３年１月１日～令和３年２月２８日）】
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建築基準法第３条第１項第三号指定
（適用の除外）物件の進捗状況
（旧吹屋小学校の保存修理工事）

資料　３

岡山県建築審査会資料

（その他）



岡山県建築審査会審査事項

【審査事項】岡山県指定重要文化財の旧吹屋小学校を建築基準法等の

適用から外すことについて

【適用条文】建築基準法第３条第１項第三号（適用の除外）

１ 指定建築物概要（平成26年度第２回建築審査会資料より）

【名 称】旧吹屋小学校

【所 在 地】岡山県高梁市成羽町吹屋1290番1

【建 築 年】明治33年「東廊下･東校舎･西廊下･西校舎」

明治42年「本館」

【文化財指定】平成14年 成羽町指定文化財（建造物） 「本館･東校舎･東廊下」

平成15年 岡山県指定重要文化財（建造物）「本館･東校舎･東廊下」

平成16年 岡山県指定重要文化財（建造物）「西校舎･西廊下」

【構 造 規 模】本 館：木造２階 延べ面積766.75㎡

東校舎：木造平屋 延べ面積217.21㎡

東廊下：木造平屋 延べ面積 34.62㎡

西校舎：木造平屋 延べ面積207.43㎡

西廊下：木造平屋 延べ面積 39.75㎡

【仕 上】屋根：桟瓦葺き 外壁：化粧板張り・漆喰塗り 軒裏：化粧板張り

【基 礎】割石積布基礎

２ 校舎の活用

吹屋の町並みの裏手にある旧吹屋小学校は平成24年３月の廃校までは、現役で国内

最古の木造校舎であり、明治中後期における小学校建築の建築史において高い価値を

有している県の指定重要文化財である。

また、令和２年６月に、吹屋を中心とした地域に点在する文化財（未指定含む）に

ついて、『「ジャパンレッド」発祥の地－弁柄（べんがら）と銅（あかがね）の町・

備中吹屋－』として、文化庁から日本遺産※の認定を受けた。

旧吹屋小学校校舎の活用に関しては、日本遺産のストーリーを紹介する展示機能を

持たせること、復元教室の設定や展示室配置の見直しなどを現在検討している。

【参考】法第３条第１項第三号指定時（平成26年度時点）の校舎の活用想定

「学びの拠点」を活用基本方針とし、中核機能として「吹屋学の拠点機能」、「博

物館・資料館の機能」及び「学びを中心とする交流体験機能」の３つを持たせる。

【参考】日本遺産

・地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化・伝統を語るストーリーを文化庁

が認定するもの（平成27年（2015年）創設）

・指定されている文化財をはじめ、地域を語る上で欠かせない様々な遺産を「面」

として活用し、国内外に発信していくことにより、地域の活性化を図ることを目

的としている

・これまで104件の文化財群を認定

1



本館西校舎 東校舎西廊下 東廊下

講堂
教室教室

三間廊下

展示室展示室

校長室 事務室

物入

教室

交流
体験室

物入(東 )
ミニキッチン

物入 ( 北 )

物入 ( 西 )

東廊下

物入 ( 西 ) 物入
( 東 )

西廊下

集会室

物入

ホール

廊下

本館西校舎・西廊下 東校舎・東廊下

本館

旧吹屋小学校　立面図

旧吹屋小学校２階　平面図

旧吹屋小学校１階　平面図

( 日本遺産 )
R4 整備

( 日本遺産 )
R4 整備

給湯室
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建築基準法第３条第１項第三号指定をした旧吹屋小学校の 

保存修理工事進捗状況について 
 

１ 保存修理工事概要 

 設計資料や外観等から不可視部分の構造を想定し、限界耐力計算により耐

震補強設計を行っており、構造体の劣化状態も不明確なことから、解体工事の

際に調査を行い、工事内容を再検討しながら進めている。 

 現在、令和４年３月末を工期として保存修理工事を行っている状況にある。 

 

２ 高梁市旧吹屋小学校校舎保存修理委員会 

保存修理及び整備について検討を行うために設置された委員会であり、解

体調査結果に基づき、工事内容を再検討している。 

調査により把握した建築履歴及び部材の状態を基に、委員会で工事内容を

再検討し、昭和 25 年頃の状態に復元する計画としている。 

令和２年度は、10 月に第６回の修理委員会を開催し、電気設備や建具の意

匠について検討を行い、今後も工事の進捗により、適宜開催する予定である。 

 （参考）高梁市旧吹屋小学校校舎保存修理委員会委員名簿 

氏  名 所  属 備  考 

臼 井 洋 輔 備前市立備前焼ミュージアム館長  

清 水 重 敦 京都工芸繊維大学教授  

戸 田   誠 吹屋町並み保存会副会長 副委員長 

大 林   潤 奈良文化財研究所主任研究員  

藤 田 盟 児 奈良女子大学研究院教授 委員長 

宮 本 慎 宏 香川大学工学部准教授  

 

３ 進捗状況 

基礎は、基礎石積み解体後、新たに鉄筋コンクリート造の直接基礎（べた基

礎）を設置し、その上に解体前と同様に基礎石積みを実施している。 

木部の施工は、古材を最大限利用するとともに、古材の中でも繕いをするこ

とで利用できるものも使用したうえで、足りないものについては新材を利用

している。 

耐震補強として、屋根面の構造用合板張り、荒壁パネルの設置に加え、鉄骨

補強を行っている。 

外部は屋根瓦を吹き終え、現在、壁の板張りや漆喰塗り等の内外装工事、建

具の補修及び電気設備等の工事を行っている。 

 

４ 今後の工事予定 

意匠復元と機械設備の設置について委員会で協議するとともに、完成後の

活用も視野に入れ、周辺整備と調整を図りながら工事を進める。 
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本館　素屋根解体 本館　１階　南西側外壁下地

本館　２階　外壁

本館　玄関ポーチ 本館　２階　講堂床

本館　外観

本館　２階　北東側外壁下地等

旧吹屋小学校校舎補保存修理工事

本館
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本館　２階　講堂 本館　２階　廊下 ( 東側 )

本館　２階　教室 ( 西側 )

本館　１階　教室 ( 西側 )本館　１階　教室 ( 東側 )

本館　１階　三間廊下 本館　２階　講堂左官作業

本館　１階　中央廊下
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東校舎　素屋根解体 東校舎・東廊下　北側外観

東校舎　廊下 ( 西側 )

東校舎　物入 東廊下　物入

東校舎　外観

東校舎　教室 ( 南側 )

旧吹屋小学校校舎補保存修理工事

東校舎・東廊下
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西廊下　南側

西校舎　屋根西校舎　素屋根解体

西校舎　北側通路

西廊下　トイレ内部

西校舎　外観

西校舎　集会室

旧吹屋小学校校舎補保存修理工事

西校舎・西廊下
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参考

審査事項及び指定を認める理由（平成26年度第２回建築審査会資料より）

建築基準法不適合項目と措置（抜粋）

（１）条例で定められた現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている

こと

略

（２）建築物の構法、利用形態、維持管理条件、周辺環境等に応じ、地震時等の

構造安全性の確保に配慮されていること

略

（３）防火上支障がないよう、出火防止、火災拡大防止、近隣への延焼防止及び

消防活動の円滑性の確保に配慮されていること

（認める理由）

現状で建築基準法に適合していない関連項目として、外壁及び軒裏で延焼のおそれ

のある部分の防火構造、規定面積以内ごとに防火上有効な構造の防火壁による区画、

小屋裏の隔壁及び内装仕上げの防火性能等があるが、見え隠れとなる小屋裏隔壁につ

いては、今回の修復工事において可能な限り適合させる。

また、消防機関とは協議済みであり、消防設備として、自動火災報知設備、消火器

及び消防機関へ通報する火災通報設備を設置すると共に消防計画を作成し提出してい

る。

さらに、高梁市において策定する予定である保存活用計画において、裸火の使用の

禁止、建物内の禁煙措置、暖房器具及びその燃料の管理方法等の詳細を規定する。

（４）在館者の避難安全性の確保に配慮されていること

（認める理由）

現状で建築基準法に適合していない関連項目として、階段の勾配、排煙設備及び非

常用照明装置が設置されていないこと等があるが、このうち非常用照明装置について

は今回の修復工事において設置する。

指定建築物の活用用途は集会場等であり、通常より避難安全性を必要とする就寝の

用に供するようなものではない。

また、その建物形状から、１階部分については、避難経路も単純であり外部への開

放性からも、屋外への避難は比較的容易である。

避難に時間を要する本館の２階部分については、多数の利用者が予想される場合に

は、誘導員の配置とともに、一定数の人数制限を行うこと等を、防火計画と同様に保

存活用計画において検討する。
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